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　町では臨時職員の登録受付を行

います。登録いただいても、必ず

しも任用があるとは限りませんの

でご了承ください。

▼職種　一般事務

▼年齢要件　満 60 歳未満

▼採用期間　5 カ月以内。ただし、

さらに 5 カ月以内で更新する場

合があります（最長 10 カ月）。

▼賃金及び諸手当　町の規定によ

り支給します。

▼勤務時間

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼休日等

　土・日曜日、祝日、年末年始

※町の規定により年次有給休暇が

　与えられます。

▼社会保険　原則、条件を満たす

方は健康保険、厚生年金、雇用保

険に加入します。

▼登録方法　役場 2 階総務課に

備え付けの登録カードに必要事項

を記入、写真（縦 5cm、横 4cm）

を添付のうえ提出してください。

※任用する時に住民票を提出して

　いただきます。

※提出いただいた書類は返却しま

　せんので、ご了承ください。

▼登録受付期間　

　2 月 1 日（月）～ 2 月 29 日（月）

　※土・日曜日、祝日は除く。

▼提出先・問合せ

　総務課人事係（☎ 23 － 2330、

内線 257・258）

募 集募 集

平成 28 年度　
町臨時職員登録のお知らせ

▼業務内容　乳幼児健診、予防接

種、健康教育、相談など

▼応募資格　保健師または助産

師、看護師資格を有する方

▼募集人数　若干名

▼勤務場所　ゆとろ他

▼勤務期間　平成 28 年 4 月 1 日

～平成 29 年 3 月 31 日

▼勤務時間　週 29 時間（週 4 日

程度）

▼報酬　月額 176,700 円

▼社会保険　原則、健康保険、厚

生年金、雇用保険に加入します。

▼応募書類　履歴書、本人の住民

票、資格を証明する書類の写し

▼募集期限　3 月 7 日（月）

▼申込み・詳細　福祉課保健サー

ビス係（ゆとろ内・☎ 23 － 2346）

募 集募 集

非常勤保健師を募集します

▼業務内容　学校事務補助　

▼応募要件　満 55 歳未満の方

▼募集人数　1 名

▼勤務場所　町内の小・中学校

▼勤務期間　平成 28 年 4 月 1 日

～平成 29 年 3 月 31 日（継続す

る場合あり）

▼勤務時間　原則、月曜～金曜の

7 時 50 分～ 15 時の内、週 29 時

間（祝日を除く）。

▼報酬　月額 144,600 円

▼社会保険　原則、健康保険、厚

生年金、雇用保険に加入します。

▼応募書類　履歴書、本人の住民

票、運転免許証の写し

▼募集期限　2 月 19 日（金）

▼申込み・詳細　町教委管理課学

校教育係（☎ 23 － 2689）

募 集募 集

学校事務職員を募集します

澁木正幸氏が
紺綬褒章を受章

　株式会社廣建代表取締役会長 

澁木正幸氏（千葉県在住）が紺

綬褒章を受章し、宮司町長より

紺綬褒章の褒章・褒記を伝達し

ました。

　紺綬褒章は公益のために私財

を寄附された方に授与されるも

ので、澁木氏は平成25年12月、

平成 26 年 10 月に当別町のま

ちづくりのためにと多額の寄附

をされました。

　　　（平成 27 年 12 月 18 日）

田中範義氏が
厚生労働大臣表彰

　弥生で料飲店を営む田中範義

氏が、石狩地方食品衛生協会（石

狩市・当別町・厚田区・浜益区）

指導員として、長年にわたり協

会活動にご尽力された功績が認

められ、厚生労働大臣より表彰

されました。

　田中氏は平成 3 年 1 月から

同協会指導員、同年 4 月に理事、

平成 25 年 5 月からは会長とし

て、長年、食品衛生の普及向上

に努められています。　　　　

　　　( 平成 27 年 10 月 27 日 )
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　小学生の放課後等の保育を目的

として、子どもプレイハウス（学

童保育）を開設しています。

　平成 28 年度の入所を希望する

場合は、受付期間内にお申し込み

ください。

▼入所対象者　共働きなどにより

月に 15 日以上かつ 2 カ月以上継

続して、放課後に保護者が不在と

なる家庭の小学 6 年までの児童。

▼開設日時

　4 月 1 日 ～ 平 成 29 年 3 月 31

日（日曜、祝日、年末年始を除く）

・ 学校登校日　放課後～ 19 時

・ 土曜及び長期休業期間等

　8 時～ 19 時

※18時～19時は延長利用となり、

　別途利用料が発生します。

▼開設場所　

　当別子どもプレイハウス （当別

小学校内）、西当別子どもプレイ

ハウス（西当別小学校内）   

▼費用

・保育料　月額 2,000 円

・保護者会費　月額 2,000 円

・保険料　年額 800 円

・延長保育料　1 回 300 円（月額

上限 2,000 円）　

▼申込方法等　入所申込用紙は 2

月 1 日（月）から子育て推進課・

各プレイハウスで配布します。

　雇用証明書等の必要書類に保険

料 800 円を添えて提出ください。

▼申込期限　2 月 29 日（月）

▼問合せ　子育て推進課子育て支

援係（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

募 集募 集

子どもプレイハウス
入所希望者を募集します

「ふるさと納税」とは…

　お住まい以外の応援したい自治体に寄附をすると、その

寄附額の一部が個人住民税・所得税から控除される制度です。

募集します！

ふるさと納税記念品
新規参加事業者

　当別町では、町の魅力や特産品を広くＰＲする

ことを目的に、ふるさと納税の寄附者へのお礼と

して自慢の特産品を贈呈しています。

　この取組みは寄附者から大変好評を得ており、

全国の方にふるさと納税を通じて「とうべつ」の

魅力をたっぷりとご堪能いただいております。

◇ 概　要　

　1万円の寄附につき 5,000 円相当の記念品を

寄附者に直接送付していただきます。

　事業者には負担金として、町から 5,000円を

お支払いします。

　新規に参加する事業者を募集しますので、希望

される事業者は、担当までご相談ください。

◇ 対象となる事業者

・町内に本社または主たる事務所を有している

・町税を滞納していないこと　など

◇ 期 限

　平成 28年 5月からの参加を希望する場合は、

2月 19日（金）までにご相談ください。

　（その後も随時募集予定）

◇ 連絡先　企画課企画振興係（☎ 23－ 3042）

　北海道新幹線は、東北新幹線

の新青森駅から札幌駅までの約

360km に及ぶ路線です。

　いよいよ 3 月 26 日に「新青

森 駅 ～ 新 函 館 北 斗 駅 」 間 の 約

149km が開業します。

▼問合せ　石狩振興局地域政策課

　（☎ 011 － 204 － 5815）

交 通交 通

つながる！ ひろがる！
北海道新幹線



うつくしいまち当別10

催　

し

生　

活

募　

集

教
養
・
資
格

子
育
て

そ
の
他

　納期限までに納付しない場合に

は、督促状が発付されたり、延滞

金がかかることがあります。忘れ

ずに納付しましょう。

　病気や失業などのやむを得ない

事情により、納期限までに納付す

ることができない場合は、担当へ

相談ください。夜間の相談窓口も

毎月開設しています。

▼問合せ　税務課納税係（☎ 23

－ 2341）

納 税納 税

2 月 29 日は国民健康保険税
（第 8 期分）の納期限

　平成 28 年 1 月 1 日以後の期間

に対応する延滞金の割合は、次の

とおりです。

・納期限の翌日から 1 カ月を経過

する日まで

　2.8％（特例基準割合＋ 1.0％）

・納期限の翌日から 1 カ月を経過

する日の翌日以後

　9.1％（特例基準割合＋ 7.3％） 

※特例基準割合とは

　租税特別措置法第 93 条第 2 項

の規定に基づき、財務大臣が告示

する割合に年 1％の割合を加算し

た割合のことです。

▼問合せ　税務課納税係（☎ 23

－ 2341）

　水道メーターの表示器は、建物

の外壁や宅地内に設置されていま

す。積雪や屋根からの落雪により、

表示器が隠れてしまわないようご

協力をお願いします。

　積雪等により検針ができない場

合には、過去の検針結果を基に推

定した使用水量で請求し、検針が

できるようになった月に過不足分

を精算しますので、ご理解をお願

いします。

▼問合せ　上下水道課業務係

　（☎ 22 － 2411）

水 道水 道

積雪時の水道メーター検針に
ご協力ください

税 金税 金

平成 28 年中の延滞金の割合

　２月７日の「北方領土の日」に

合わせ、2 月 20 日までを北方領土

の日特別啓発期間としています。

　北海道独自の取り組みとして関

係機関が連携し、北方領土問題解

決のために実施しているものです。

　期間中は役場 2 階企画課にて

署名コーナーの設置や各種啓発資

料等も配布しています。

▼問合せ　企画課総合企画係

　（☎ 23 － 2393）

啓 発啓 発

毎年 2 月 7 日は
「北方領土の日」

　当別町と江別市が公害防止協定

に基づき実施した平成 27 年度ダ

イオキシン類の測定結果をお知ら

せします。

▼調査地点　

◎大気・土壌調査

　太美地区　遊遊公園

　川下地区　八幡第一排水機場

◎水質調査　八幡最終処分場

　（当別町と江別市が同地点でそれ

　ぞれ測定）

▼調査月　

　当別町　平成 27 年 7 月

　江別市　平成 27 年 8 月

▼測定結果　

　下表のとおり、全ての項目が基準

を下回りました。

調査地区 実施区分 測定結果

大気（pg-TEQ/㎥）　環境基準 0.6

川下地区
当別町   0.0049

江別市   0.0063

太美地区
当別町   0.0076

江別市   0.0060

土壌（pg-TEQ/g）　環境基準 1,000

川下地区
当別町   1.4

江別市   1.2

太美地区
当別町   0.011

江別市   0.017

水質（pg-TEQ/ℓ）　排出基準 10

八幡最終
処分場

当別町   0.0018

江別市   0.34

▼問合せ　環境生活課環境対策係

　（☎ 23 － 2503）

■今月の夜間納税相談窓口

　2 月 10 日（水）・2 5 日（木）

　（19 時 30 分まで）

※第 2 木曜日（11 日）は祝日

　のため、10 日（水）に開設

　します。

環 境環 境

ダイオキシン類調査測定結果

※

※


